
８ 教 職 員 編 成 表 （ １ ）  （幼稚園、小中高用） 

 

  職 名 

 

第 １ 年 度 

（令和  年度） 

第 ２ 年 度 

（令和  年度） 

第 ３ 年 度 

（令和  年度） 

専任  兼任 専任  兼任 専任  兼任 

校（園）長       名      名       名      名       名      名 

教 頭       

主 任 教 諭       

教 諭       

助 教 諭       

講 師       

養 護 教 諭       

事 務 職 員       

実 習 助 手       

校（園）医       

学校薬剤師       

その他の職員       

計       

 

〈記載上の注意〉 
  在職者のいない職名は省略して作成すること。学則の教職員組織と一致すること。 

  兼任とは、他校の専任教員である場合等をいう。 

  



８ 教 職 員 編 成 表 （ １ ） (専 修 学 校 、 各 種 学 校 用 )  

（1）教職員編成総括表  

 

  職  名  

 

第 １ 年 度 

（令和  年度） 

第 ２ 年 度 

（令和  年度） 

第 ３ 年 度 

（令和  年度） 

専任  兼任 専任  兼任 専任  兼任 

校 長       名      名       名      名       名      名 

教 員       

助 手       

事 務 職 員       

校 医       

その他の職員       

計       

 

(2)○○課程教員等編成表  

 

  職  名  

 

第 １ 年 度 

（令和  年度） 

第 ２ 年 度 

（令和 年度） 

第 ３ 年 度 

（令和  年度） 

専任  兼任 専任  兼任 専任  兼任 

教 員       名      名       名      名       名      名 

助 手       

計       

 

〈記載上の注意〉 

   １分野は、１課程の場合は、教職員編成表とすること。 

   在職者のいない職名は省略して作成すること。 

   兼任とは、他校の専任教員である場合等をいう。 

   分野が２以上ある場合、課程が２以上ある場合に作成すること。 

   校長は、いずれかの課程の一に記入すること。 

   課程が２以上ある場合又は分野が２以上ある場合で、２以上の課程、分野で教えている

教員は実態に応じ、一方を専任とし、他方を兼任とすること。 

 

 

  



８ 教 職 員 名 簿 (2)  （幼稚園、小中高用）  

 

職名 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

専任 

兼任 

の別 

 

住      所 

 

 

        

生年月日 

 

 

 

担当 

教科 

 

 

週 

授業

時数 

 

最終学歴 

 

 

 

免許状

の種類 

 

 

 採 用 

年月日 

 

   

現職  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



８ 教  職  員  名  簿  (2) （専修学校、各種学校用） 

 

職名 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

専任 

兼任 

の別 

 

住      所 

 

 

 

生年月日 

 

 

担当 

教科 

 

 

週 

授業 

時数 

 

最終学歴 

 

 

※ 
設 置 

基準の 

教 員 

資 格 

 

採  用 

年月日 

 

   

現職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈記載上の注意〉 

※ 該当する設置基準の条文を記入すること。（例：41 条 2 号） 

 


